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地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条第�項及び第���条の�第�項の規定により雲南市木次町山方���番

地�	財団法人ホシザキグリーン財団に委託していた島根県立宍道湖自然館の観覧料の徴収事務及び観覧料の還付金の支出

事務については、平成��年�月	�日限りで当該委託を解除したので、島根県会計規則（昭和	
年島根県規則第��号）第	�

条の�第�項及び第��条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

号外第��号 平成��年�月�日 (�)
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島根県立宍道湖自然館の観覧料の徴収事務及び観覧料の還付金の支出事務の委託 (水 産 課)

の解除
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平成��年�月�日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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平成��年�月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
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